
関警察署施設への 自動販売機設置に係 る一般競争入札公告

次の とお り自動販売機設置に係 る県有財産の賃貸借 を一般競争入札に付 します。

令和 7年 1月 30日

関警察署長 中井

1 入札物件

(1)件名

関警察署施設への 自動販売機設置に係 る県有財産の賃貸借

(2)賃 貸借物件

※ 貸 面積には放熱余地・回収ボ ックス設置部分・転倒防止部分を含む

(3)賃貸借期間

令和 7年 4月 1日 か ら令和 10年 3月 31日 まで (更 新な し)

(4)入札は、 (2)の 物件番号 ごとに行 う。

2入 札参加者 の資格に関す る事項

次に掲げる要件 を全て満たす法人又は個人に限 り参加す ることができる。

(1)地 方 自治法施行令 (昭 和 22年政令第 16号 )第 167条 の 4第 1項及び第 2項 各号に

掲げ られた者でないこと。

(2)岐阜県入札参加資格者名簿 (建 設工事以外)に登載 されている者であること
`,

(3)暴力団 (暴力団員 による不当な行為の防止等に関す る法律 (平成 3年 法律第 77号。

以下 「法」 とい う。)第 2条第 2号 に規定す る暴力団をい う。以下同 じ。)及び次の

①か ら⑨ までのいずれにも該当 しないこと。

① 暴力団員 (法 第 2条 第 6号 に規定す る暴力団員 をい う。以下同 じ.)
② 役員等 (法 人にあっては役員及び使用人 (支 配人、本店長、支店長その他いか

なる名称を有す る者であるかを問わず、営業所の業務 を統括す る者 (営 業所の業

務 を統括す る者の権限を代行 し得 る地位 にある者 を含む。 )を い う。以下同 じ)

を、法人以外 の団体 にあっては代表者 、理事その他法人における役員及び使用

人 と同等の責任 を有す る者 を、個人 にあってはその者及びその使用 人をい う.

以下同 じc)が 暴力団員であるな ど、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営
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に実質的に関与 している と認 め られ る個人又は法人その他 の団体 (以 下 「法人

等」 とい う。 )

③  役員等が、暴力団員 で あるこ とを知 りなが らこれ を使用 し、又は雇用 して

いると認 め られ る個人又は法人等

④ 役員等が、その属す る法人等若 しくは第二者の不正 な利益 を図 る 目的又 は第

二者 に損害 を加 える 目的 を もって、暴力団又は暴 力団員等 (暴 力団員又は暴

力団員でな くなつた 日か ら 5年 を経過 しない者 をい う。以下同 じ。)を利用す る

な どしていると認 め られ る個人又は法人等

⑤  役 員等 が 、暴 力 団又 は暴 力 団員等 に対 して資金 等 を提 供 し、又 は便 宜 を

供 与 す るな ど、 直接 的 又 は積 極 的 に暴 力 団 の維 持 運 営 に協 力 し、 又 は 関

与 していると認め られ る個人又は法人等

⑥ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知 りなが らこれ らを不当に利用す

るな どしていると認 められ る個人又は法人等

⑦ 役員等が、その理 由を問わず、暴力団又は暴力団員等 と社会的に非難 され る

べ き関係 を有 していると認 め られ る個人又は法人等

③ 役 員等 が、暴力団又は暴 力団 員がその経営 又は運 営 に実質的 に関与 してい

る者であることを知 りなが ら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約

等を締結 し、 これ らを利用 していると認 め られ る個人又は法人等

⑨ ②か ら③までのいずれかに該 当す る者 を下請契約、業務の再委託契約、資材等

の購入契約等の相手方 とし (③ に該 当す る場合を除 く)、 県が当該契約の解除を

求めたにもかかわ らず こらに従わない個人又は法人等

(4)岐阜県か ら、岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係 る入札参加資格停

止措置要領又は岐阜県が行 う契約か らの暴力団排除に関す る措置要綱に基づ く入札参

加資格停止措置を、競争入札参加資格確認 申込期限 日か ら入札の 日までの期間内に受

けていないことc

(5)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関す る法律 (平 成 11年法律第 147号 )

に基づ く処分の対象 となっている団体及びその構成員でないこと。

(6)法 人にあつては岐阜県内に本店、支店 又は営業所 を有 し、個人にあっては岐阜県内

で事業を営んでいること。

(7)自 動販売機の設置業務において、 自ら管理・運営す る 3年以上の実績 を有 している

こと。

3 入札手続に関す る事項

(1)担 当部局

〒501-3217 岐阜県関市下有知 106番地 8

関警察署会計課

電話 0575-24-0110(内 線 231)
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(2)入札説明書の交付期間及び交付場所

ア 交付期 間

令和 7年 1月 30日 (本 )か ら令和 7年 2月 14日 (金 )ま での毎 日

(県 の機 関の体 日を除 く。 )午前 8時 30分 か ら午後 5時 15分 まで

イ 交付場所

3の (1)に 同 じ。

(3)入札参加 申込みの方法

ア 入札への参加 を希望す る者は、一般競争入札参加 申込書に必要な書類 を添付 して、

3の (1)ま で提出 し、一般競争入札への参加 を申し込まなければな らない。

イ 提出期限 令和 7年 2月 14日 (金 )

期限までに入札参加 申込書を提出 しない場合は、入札に参加す ることができない。

郵送の場合にあっては、期限までに 3の (1)へ到達 したものを有効 とす る。

(4)入札の 日時及び場所

ア 日時 物件番号 1:令和 7年 2月 28日 (金 )午前 10時 00分
物件番号 2:令和 7年 2月 28日 (金 )午前 10時 30分
(入 札を郵便で行 う場合には、令和 7年 2月 27日 (木 )午後 5時までに

3の (1)に 必着のこと。 )

イ 場所 岐阜県関市下有知 106番地 8

関警察署 3F大 会議室

(5)開 札の 日時及び場所

入札終了後直ちに 3の (4)の イの場所において行 う。

(6)契約条項を示す場所

3の (1)に 同 じ。

(7)入札方法等に関す る事項

ア 入札方法

入札は、本人又はその代理人が行 うこととす る。ただ し、代理人が入札す る場合

には、入札前に委任状 を提出す るもの とす る。

なお、落札者 の決定にあたっては、入札書に記載 された金額の 100分 の 10に相

当す る額 を加算 した金額 (当 該金額 に 1円 未満 の端数がある ときは、その端数金

額 を切 り捨てた金額 )を もって落札価格 とす るので、入札者 は、消費税及び地方

消費税 に係 る課税事業者 であるか免税事業者 であるかを問わず、見積 もった契約

希望金額の 110分 の 100に 相 当す る金額を入札書に記載す ること。

イ 入札保証金及び契約保証金

岐阜県会計規則第 114条各号に該 当す るときは、免除す る。

ウ 落札者の決定方法

落札者は、最高の価格 をもって入札 した者 とす る。ただ し、入札価格が最高価格

である者が複数ある場合は、 くじで落札者 を決定す る。



オ

カ

なお、落札者 がない ときは、直 ちに再度 の入札 を行 う。 ただ し、入札者 の中に郵

便 による入札 を行 った者がある場合 は、別 に定める 日時に再度入札 を行 う。

入札 の無効

本公告 に示 した入札 に参加す る資格 のない者及び競争入札参加 資格確認 において

虚偽 の 申込み を行 った者 の した入札並びに岐阜県会計規則第 130条 各号 のいずれ

かに該 当す る入札 は、無効 とす る。

入札又 は開札 の中止

天 災その他やむ を得 ない理 由に よ り入札又は開札 を行 うことがで きない ときは、

これ を中止す る。 入札又 は開札 の中止 に よる損害は、入札者 の負担 とす る。

落札 の無効

落札者 が落札決定の通知 を受 けた 日か ら原則 として 1週 間以内に契約 を締結 しな

い ときは、その落札 は、無効 とす る。

(1)落札者 は、賃貸借物件 を第二者 に転貸 してはならない。

(2)落札者は、賃貸借物件を自動販売機及び回収ボ ックスの設置並びにこれ らの管理の

ためにのみ使用す ることとし、 これ以外の用途に供 してはな らない。

(3)落札者は、 自動販売機の設置及び管理運営に必要な一切の業務 を第二者に委託 して

はな らない。

5そ の他

(1)入札及び契約の手続 において使用す る言語及び通貨

日本語及び 日本国通貨に限る。

(2)契約書作成の要否

要 (落 札者 と県有財産賃貸借契約書を締結す る。 )

(3)郵便による入札を認 める。

(4)談合情報があった場合は、談合の有無の事実にかかわ らず、その全てを公表す るこ

とがある。

(5)談合情報 どお りの開札結果 となった場合は、談合の事実の有無にかかわ らず、契約

(6)落 札者が、入札 の 日か ら本契約締結の 日までの期 間内に、暴 力団又は暴力団関係者

(2の (3)の①から⑨までに掲げるものをい う。以下同 じc)に 該当することが判

明した場合は、当該落札者 と契約を締結 しないものとする。

また、契約後に暴力団又は暴力団関係者に該当することが判明 した場合は、契約を

解除の上、違約金 を徴収す る。

(7)入札等に関す る質疑がある場合には、令和 7年 2月 13日 (本 )午後 5時 15分ま

でに書面により3の (1)ま で提出す るもの とす る。
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(8)詳細は、入札説明書による。


